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第６章 全体構想 

１ 新十津川町の将来都市像 

将来都市像は都市計画区域を主とした「都市全体の目指すべき将来の姿」であり、これに基づ

き個々の方針や施策が展開される事となります。 

 

（１）都市づくりの視点 

都市計画マスタープランでは、上位計画である「新十津川町第６次総合計画」の目標及び

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」における基本理念を視点として将来都市像

を定めます。 

① 「新十津川町第６次総合計画」では、目指すまちの将来像の実現に向けて、６つのまちづ

くりの目標を定めています。 

※６つのまちづくりの目標（要旨） 

・住みやすい暮らしがあるまち 

・ 笑顔がつづく健康があるまち 

・ 活気あふれる産業があるまち 

・ 心やすらぐ備えがあるまち 

・ 未来を叶える学びがあるまち 

・ 助け合う絆があるまち 

 

② 北海道が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では都市づくりの基本理念を、

「人口の減少や少子高齢化が進行することから、市街地の拡大を抑制し、都市の既存ストック

の有効活用を促進することにより、都市の防災性の向上が図られ、様々な都市機能がコンパク

トに集積した都市構造、さらには、地球環境時代に対応した低炭素型都市構造への転換を目指

す」としております。 

 

（２）新十津川町の将来都市像 

新十津川町第６次総合計画では「まちの将来像」を、“新たな未来へ ともに歩もう つ

ながる絆 かわらぬ自然と笑顔のまち”と定めており、これを継承しつつ、「コンパクトで

持続可能な都市づくり」を目指すため、都市計画マスタープランの「将来都市像」を、以下

の様に定めます。 

将 来 都 市 像 

 

 

 

  

「新たな未来へ 人と自然が織りなす 持続可能な都市」 

～豊かな環境の下、安心・安全な社会構築のため共に支え合うまち～ 
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（３）都市づくりの目標 

都市計画マスタープランの将来都市像を実現するため、課題から導かれた、4 つの都市づ

くりの目標を定めます。 

【課題と目標の関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新十津川町第６次総合計画では、取り組む事業が直接的又は間接的に SDGs の１７のゴ

ールにつながることから、総合計画における施策と国際目標である SDGs※の関連を明確に

し、一体的に推進するとしています。本計画においてもこれを踏襲し、今後の都市づくり

では、人口減少や高齢化に対応した「住み続けられる都市づくり」を目標とし、市街地の

拡大を抑制しつつ、既存の社会基盤を活用し、都市施設の集約・複合化を図ることで、都

市機能のコンパクト化を推進し、低炭素型都市構造による脱炭素社会の実現に取り組みま

す。 

※SDGs とは「持続可能な開発目標」の事で、２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で

採択された、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

 

1 

 

市街地に接する石狩川、徳富川及び田園地帯は生活に“ゆとりとうるおい”をもたらす

貴重な資源であり、大切に守り続ける必要があるため、河川の水質保全や優良農用地の確

保に努めるとともに、限りある資源の有効活用を検討し、循環型社会の構築に努めます。 

また、市街地の国道２７５号沿道は、地域に密着した快適で便利な買物空間やコミュニ

ティの賑わい空間の創出を図り、歴史のある酒造会社などの地場産業を振興するとともに、

交通の利便性を生かした企業の誘致を推進し、市街地の活性化と自然共生を図ることで、

「豊かな自然・田園が都市と共生する都市づくり」を推進していきます。 

① 住み続けられる都市づくり 

② 豊かな自然・田園が都市と共生する都市づくり 

 
 
・持続可能な都市づくりの検討 
 
・雇用の場と中心市街地のにぎわい
創出の検討 

 
・低炭素・循環型社会構築や自然災
害への備えの検討 

 
・地域産業の活性化に資する、土地利
用の検討 

 
・長期未整備の都市計画道路の検討 
 
・市街地景観形成の検討 
 
・まちづくりへの町民参加の検討 

都市づくりの課題 【要旨】 
 
 

① 住み続けられる都市づくり 

 

 

② 豊かな自然・田園が都市と 

共生する都市づくり 

 

 

③ 安心・快適な生活環境を 

めざす都市づくり 

 

 

④ 災害に強い安全な都市づくり 

都市づくりの目標 
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本町は、農業を基幹産業として発展してきましたが、広域的には滝川市と一体的な生活

圏を構成しており、平成１４年に開通した滝新バイパス（国道４５１号）により、両市町

間の往来など日常生活や社会活動の様々な分野での利便性が向上しました。 

町内における住環境整備は、コンパクトで持続可能な住環境を基本とし、誰もが安心・

快適に利用できる道路・公園などの整備を進めるほか、公有地を活用した緑豊かな景観を

有する宅地整備を進めます。また、郊外部に位置する「ふるさと公園」は、自然とふれあ

う空間として、町民と来訪者との交流の活性化を推進します。 

さらに、安心・快適には“人と人とのつながり”がキーワードとなる地域コミュニティ

の充実が求められるため、すべての町民が主体的・積極的に社会活動に参加する仕組みを

強化し、「安心・快適な生活環境をめざす都市づくり」を推進していきます。  

 

 

 

近年、我が国のみならず世界各地で地震や気候変動に起因する大雨による洪水・土砂災

害等が頻発しています。本町でも「沼田―砂川付近の断層帯」の地震では、市街地全域が

震度６強程度、４割から５割の建物全半壊が想定されているほか、石狩川・徳富川の河川

浸水では１００年確率で市街地の過半以上が０.５m 以上の浸水があると想定されていま

す。 

本町では、自然環境の保全や河川改修などの整備を進めるとともに、「新十津川町地域

防災計画」や「新十津川町強靭化計画」に基づき、各種の災害・減災対策と災害応急対策

などを図ってきましたが、近年の大規模災害が頻発する状況などから、防災体制の強化と

して、防災、減災を図るための施設整備を推進するとともに、自助・共助・公助の意識高

揚と実効性を高めるための支援強化などの防災体制の充実や防災意識の向上を図ること

で、「災害に強い安全な都市づくり」を推進していきます。  

 

  

③ 安心・快適な生活環境をめざす都市づくり 

④ 災害に強い安全な都市づくり 
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（４）将来目標人口 

新十津川町第６次総合計画では目指すまちの将来像に向けて、計画の施策や事業を積極

的に展開することで、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成３０年）より上方修

正した値を令和１３年及び令和２３年の目標人口として下表のとおり設定しています。こ

れを踏まえ、本計画の目標年次である令和２４年の町全体区域人口は４,５６４人とし、

都市計画区域人口を３,２９８人と設定します。 

                                   本計画将来 

【現況人口と目標人口の推移】            総合計画目標人口   目標人口 

年 
項目 

平成17年 

（2005年） 

平成22年 

（2012年） 

平成27年 

（2015年） 

令和13年 

（2031年） 

令和23年 

（2041年） 
令和24年 

（2042年） 

町全体区域 7,684人 

 

7,249人 

 

6,831人 

 

5,620人 

 

4,648人 

 

4,564人 

※2 

都市計画区域 5,173人 

 

5,002人 

 

4,936人 

 

4,061人 

※1 

3,359人 

※1 

3,298人 

※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

※１：平成２７年の町全体区域と都市計画区域の人口割合から都市計画区域人口を推計する。 

令和 13 年 都市計画区域人口：（4,936÷6,831）× 5,620(R13 町全体区域） ≒ 4,061 人 

令和 23 年 都市計画区域人口：（4,936÷6,831）× 4,648(R23 町全体区域） ≒ 3,359 人 

令和 24 年 都市計画区域人口：（4,936÷6,831）× 4,564(R24 町全体区域） ≒ 3,298 人 

※２：平成１７年と令和２３年の町全体区域人口割合から、令和２４年の町全体区域人口を推計する。 

令和 24 年 町全体区域人口： 4,648(R23 町全体区域) -（7,684 - 4,648）÷ 36 ≒ 4,564 人 

 

 

7,684 7,249
6,831

5,620
4,648 4,564

5,173 5,022  4,936
4,061 

3,359  3,298 
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町全体区域 都市計画区域
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２ 将来の都市構造 

（１）都市構造の骨格要素 

新十津川町の将来都市構造及び土地利用を検討する上で、基礎となる骨格要素を「交通

骨格」、「自然等骨格」に区分します。 

（２）ゾーン及び拠点設定の方針 

都市構造の骨格要素を基に、都市計画区域内及び隣接した周辺の土地利用の状況を踏ま

えたゾーンを設定します。また、既存施設の集積状況及び各種計画を踏まえて、個性ある

役割を持った拠点を設定します。 

 

■ゾーンの設定と方針 

【市街地】 

① 住居系ゾーン 

中心市街地の周囲をはじめ、３・３・１０１札沼通（国道２７５号）沿道は、住居系ゾ

ーンとし、快適かつ安全な住環境や周辺の自然環境・田園環境と調和した住環境の維持・

向上に努めます。 

② 商業系ゾーン 

中央地域や橋本・みどり地域の３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道の一部を商業

系ゾーンとし、魅力・賑わいを創出するため、景観等の環境整備や生活利便施設の立地誘

導を推進します。 

③ 工業系ゾーン 

３･３･１０１札沼通（国道２７５号）と３･４･２３滝新通（国道４５１号滝新バイパス）

との交差部周辺は、交通利便性を生かした工業系ゾーンとして、一般工業施設・流通業務

施設の集積を図ります。 

都市構造の骨格要素 

骨   格 役   割 構   成 

交通 

骨格 

広域 

地域 

広域都市間及び地域間の
人・物の流れを担う交通網 

3・3・101 札沼通（国道 275 号）、3･4･
6 西大通（国道 451 号）、3･4･23 滝新
通（国道 451 号）、3･4･104 学園通（道
道学園新十津川停車場線） 

市街地 
市街地内における移動・交
流を担う交通網 

3・2・103 南 4 号 通、3・3・101 札沼通、
3・4・6 西大通、3・4・23 滝新通、3・4・
102 菊水大通、3・4・104 学園通、3・4・
105 西 1 号通、3・4・106 西 2 号通、3・
4・107 北 2 線通、3・4・108 中央通、3・
4・109 菊水通 

自然骨格 

都市構造、都市環境・景観形
成において重要な役割を担
う河川及び市街地の外郭を
明確にする田園地帯 

石狩川、徳富川、総富地川、志寸川、
市街地周辺の田園地帯 
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また、橋本・みどり地域の石狩川沿い及び駅跡公園（仮称）（旧ＪＲ新十津川駅）周辺

については、周辺住宅地の住環境に配慮した軽工業施設等の立地誘導を推進します。 

 

【市街地外部】 

④田園環境保全ゾーン 

市街地外部に広がる稲作を中心とした農地を田園環境保全ゾーンとし、基幹産業である

農業の維持・振興を図るべく、優良な農地の保全に努めます。また、農地内を流れる河川

や点在する森林・緑地を含め、本町の個性的で美しい景観・自然環境として、その保全に

努めます。 

 

■拠点の設定と方針 

① 生活文化交流拠点 

町民の生活を支える小売店・金融機関・郵便局等の利便施設、役場等の行政施設、総合健

康福祉センター「ゆめりあ」等の福祉施設が集積する、３･３･１０１札沼通（国道２７５号）

と３･４･１０４学園通（道道学園新十津川停車場線）の交差点周辺の中心市街地を、生活文

化交流拠点と設定します。 

都市生活・都市活動・住民交流の中核拠点として、憩い・交流機能を備えた新たな役場庁

舎を核に、施設間の連携強化による都市機能の充実や、公共交通の充実により、魅力と賑わ

いの創出を図るとともに、全ての人にやさしい環境整備に努めます。 

 

② 医療・福祉拠点 

駅跡公園（仮称）（旧ＪＲ新十津川駅）周辺の療養型病院やケアハウスなどのある地区を

設定し、高齢者等の利用をはじめ地域における医療・福祉の拠点として、機能・施設の維持・

充実に努めます。 

また、都市再生整備計画事業により、道路・公園及び住宅地の整備を推進し、土地利用の

活性化、交通利便性の向上、憩い・交流機能の充実を図るなど、医療・福祉と連携した新た

な交流拠点として、魅力的で人にやさしい環境を整備します。 

 

③ 教育・文化拠点 

小学校、図書館、青少年交流センター（児童館・子育て支援センター）、武道場等の施設

が集積する地区を教育・文化拠点と設定し、地区内の安全な歩行空間や緑の潤いと落ち着き

のある環境の維持・充実を図ります。 

図書館や青少年交流センター、武道場等の施設については、適切な維持管理を推進すると

ともに、利用促進に向けたサービスの充実を図ります。また、施設周辺においては、樹木や

花等による景観形成や、憩い・交流空間等の維持・充実に努めます。 
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④ 工業集積拠点 

滝川市方面から３･４･２３滝新通（国道４５１号滝新バイパス）を経由する本町入り口部

周辺を工業集積拠点と設定し、広域交通ネットワーク等による交通利便性の高さを活かし、

工業・流通業務施設のさらなる集積を図るため企業の誘致活動を推進します。 

また、地域産業の活性化や就労の場を確保するため、農産品を活用した地場産業の創出を

目指し、基盤整備等の推進を検討します。 

 

⑤ 歴史と緑の拠点  

本町の歴史を後世に伝える開拓記念館、市街地の中核的な公園である中央公園、豊かで良

好な樹林を有する菊水公園を含めた地区を歴史と緑の拠点と位置づけし、記念館施設の適切

な維持管理・利用促進を図るとともに、町民や来訪者が緑豊かな環境の中で、快適に憩い・

交流することのできるよう公園施設の維持・充実を図ります。 

 

⑥ おもてなし交流拠点 

滝川市方面から３･４･６西大通（国道４５１号）石狩川橋を経由する本町入り口部は、本

町のメインエントランスとなっており、３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道には本町

の開拓初期から１００年以上続いている酒造会社があります。 

この地区をおもてなし交流拠点と位置づけし、本町の歴史・産業・文化の貴重な資源であ

る酒蔵をまちづくりに活用し、歴史的建物を生かした街並み景観形成の検討を行うとともに、

道路空間への花や樹木の植栽、案内サイン等の充実を推進します。 

また、酒蔵との連携も視野に入れながら、来訪者・町民の憩い・ふれあい機能の充実など、

本町ならではのホスピタリティにあふれた交流空間の整備を検討します。 

 

⑦ 憩い・レクリエーション拠点 

市街地に隣接しパークゴルフ場や多目的広場等が整備されている石狩徳富河川緑地の一

部を、町民の身近な憩い・レクリエーション拠点と位置付けます。 

健康増進や手軽なスポーツ等の場としての利用をはじめ、地域イベント交流の場としての

活用を図るため、施設や環境の適切な維持管理を推進します。 

 

⑧ 観光・スポーツ交流拠点 

都市計画区域に隣接する本町最大の観光拠点であるふるさと公園を、観光・スポーツ交流

拠点として位置づけ、既存の宿泊施設やスポーツ施設等の適切な維持管理を行うとともに、

令和４年度までに再整備が完了する遊具施設や休憩・修景施設、キャンプ場等のＰＲを行う

ことで、さらなる利用促進を目指します。 

また、市街地や周辺地域からのアクセス向上のため、案内施設の充実を図るとともに、徳

富川や総富地川沿いの北海道自然歩道や都市計画道路等の歩道空間を活用し、市街地内の拠

点や公園・緑地とを連絡する水と緑のネットワークの形成を検討します。 
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（３）都市軸形成の方針 

都市機能の骨格及びゾーン・拠点の設定と方針を踏まえ、都市機能を確保する上で重要

な都市軸を、以下のとおり設定します。 

 

区分 交通軸 自然環境・レクリエーション軸 

軸の種類 

① 広域連携軸 

② 地域連携軸 

③ 都市機能連携軸 

④ 沿道サービス軸 

⑤ 都市生活軸 

① 水辺の環境軸  

② 水と緑のネットワーク 

 

 

■交通軸の設定と方針  

①広域連携軸 （主要幹線道路） 

町内を通過する国道２７５号（３・３・１０１札沼通）と国道４５１号（３･４･６西大通、

３･４･２３滝新通）の国道２路線を広域連携軸として位置づけ、中空知圏を通過する主要交

通軸であるＪＲ函館本線・ＪＲ根室本線や道央自動車道等とネットワークすることにより、

広域の都市圏との機能連携を図り、人・モノ・情報の交流を促進する役割を担う軸としての

機能を維持します。 

 

②地域連携軸（幹線道路） 

中心市街地と西側郊外地を結び、かつ石狩市方面の国道４５１号のバイパス的機能を有す

る３･４･１０４学園通（道道学園新十津川停車場線）を地域連携軸と位置づけ、市街地西側

の郊外地区及び石狩市等と本町中心市街地との連携・交流を支える軸としての機能を維持し

ます。 

 

③都市機能連携軸 

滝川都市計画区域の新十津川地区として、滝川市と連携したまちづくりを推進していくた

め、国道２７５号（３・３・１０１札沼通）と国道４５１号（３･４･６西大通、３･４･２３

滝新通）及び国道１２号により形成される環状道路を、滝川市・新十津川町の都市機能連携

軸と設定し、滝川市中心市街地との円滑・安全な交通ネットワークを確保することにより、

本町の中心市街地をはじめ各ゾーン・拠点の活性化を図ります。 

 

④沿道サービス軸 

市街地のほぼ中央を南北に貫通し、徳富川で分断される中央地域と橋本・みどり地域を結

ぶ国道２７５号（３・３・１０１札沼通）は、従来、町民の都市活動・都市生活を支える中

核道路であり、また広域交通ネットワークの上でも重要な路線となっています。 
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市街地内の快適な暮らしを確保するため、沿道における生活利便施設等の充実を図るとと

もに、来訪者等への沿道サービス施設の充実を図ります。 

また、本町のシンボル的な道路として、花等の植栽による美しい道路景観を創出するとと

もに、案内施設等の充実を図るなど、ホスピタリティにあふれた街並みの形成に努めます。 

 

⑤都市生活軸（補助幹線道路） 

ゾーン、拠点の方針を踏まえ、都市生活・都市活動の中心である用途地域内に配置される

都市計画道路を設定することで交通ネットワークを形成し、日常の生活行動に供する主要か

つ身近な道路として、交通機能・道路環境の維持・向上を目指します。 

 

■自然環境・レクリエーション軸の設定と方針 

①水辺の環境軸 

町内を流れる主な河川を水辺の環境軸と設定し、都市内の貴重な自然環境や美しい景観を

有する場、動植物の生息地として、また都市生活に憩いや潤いを与える場として、環境の維

持・保全に努めます。 

また、上水道や農業の利水機能の観点から、清らかな水や沿川の緑などの環境保全に努め

ることを基本に、親水空間の整備について検討します。 

さらに、近年多発する洪水等の自然災害を考慮し、環境に配慮した総合的な治水対策を推

進します。 

 

②水と緑のネットワーク 

ふるさと公園、石狩徳富河川緑地、市街地内の主な公園や観光施設等を結ぶ水と緑のネッ

トワークとして、石狩川、徳富川、総富地川を経由する北海道自然歩道や主な都市計画道路

の歩道空間及び田園地帯を走る主要区画道路等を位置づけます。 

これらの道路については、観光交流の拡大や町民の健康増進・レクリエーション利用を促

進するため、緑豊かで安全・快適な歩行空間の環境整備や維持管理を推進するとともに、バ

リアフリーや案内施設の充実のほか、沿道環境・景観の保全・充実に向けた検討を行います。

また近接する道道深川砂川自転車道線とネットワークする、新十津川町内のサイクリングコ

ースとしての利用についても検討を行います。 
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【滝川都市計画区域 方針付図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 
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３ 都市づくりの方針 

３－１.将来市街地の想定 

本町の市街地は、大部分が土地区画整理事業や開発行為等により計画的に整備された区域

となっていますが、一部に未利用地が存在している状況であり、今後も人口減少や少子高齢

化が進行することが想定されることから、市街地の拡大を抑制しつつ、既存の都市基盤の有

効活用を促進し都市機能のコンパクト化を推進することとして、将来の市街地規模は、現在

の市街地と同程度として想定します。 

また、都市施設の集約・複合化を図ることで、コンパクトな集約型都市構造を推進すると

ともに、豊かな自然環境や景観の保全に努め都市の緑化を促進することで、低炭素型都市構

造への転換を目指し、さらに、都市機能の集約化による都市の防災性の向上を図ります。 

 

３－２.土地利用の方針 

現況の土地利用動向や将来都市構造を踏まえて、市街地における良好な都市環境を形成す

るため、適切な用途の規制と誘導、公共公益施設の適正配置を行います。  

 

（１）住居系土地利用の方針  

市街地の商業業務地の周囲や３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道は一般住宅地と

し、沿道環境と背後地の住環境の調和を図ります。商業業務地の周囲は、３･３･１０１札沼

通（国道２７５号）沿道の、コンビニエンスストアやガソリンスタンド等のサービス施設、

郵便局や飲食店などの生活利便施設の立地を維持し、利便性の高い良好な住環境の形成を

図ります。 

また、市街地の外縁部は、土地区画整理事業等により整備された専用住宅地を配置し、快

適・安全な住環境の維持・充実を図るとともに、周囲の自然環境、田園環境と調和した低層

主体のゆとりある住環境の形成を図ります。 

新十津川市街地の中央地域西側及び橋本・みどり地域西側については、現況が農地とな

っており、土地需要の動向や本町の農業振興に関する方針等を踏まえ、用途地域の縮小を

検討します。 

駅跡公園（仮称）（旧ＪＲ新十津川駅）周辺は、都市再生整備計画事業による都市基盤の

整備を推進し、定住促進のための一般住宅地として、生活利便施設等の立地誘導を図るな

ど、良好な住環境の形成に努めます。 

橋本・みどり地域の公営住宅さくら団地周辺は、専用住宅地として、公営住宅の建替えに

合わせ未利用地の宅地開発を行うとともに、道路や上水道等のインフラ整備を推進し、低層

住宅主体のゆとりある住環境の形成を図ります。 
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（２）商業系土地利用の方針  

商業系土地利用については、高齢化社会への対応や子育て世代等の移住・定住の促進に

向け、地域生活に密着した快適で便利な商業環境の形成に努めます。 

中央地域及び橋本・みどり地域の３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道に商業業務地

を配置し、景観の統一などの環境整備を検討するほか、生活利便施設等の立地を図ること

により、快適で利便性の高い日常生活圏の維持・充実を図ります。 

 

（３）工業系土地利用の方針  

３･３･１０１札沼通（国道２７５号）と３･４･２３滝新通（国道４５１号）の交差部周辺

には新十津川工業団地があり、リサイクルセンター等の施設が稼働しています。しかしな

がら一部に未利用地も存在することから、交通利便性を生かした工業・流通業務地として

さらなる施設の集積を図るべく、環境整備や企業誘致を推進します。 

みどり区の工業系土地利用については、周辺が住宅地となっていることから、住環境に

配慮した軽工業施設等の立地を誘導します。また、３･３･１０１札沼通（国道２７５号）と

３･４･６西大通（国道４５１号石狩川橋）の交差部周辺は、歴史ある酒蔵の歴史的建物を生

かした街並み景観形成の検討を行います。 

駅跡公園（仮称）（旧ＪＲ新十津川駅）周辺については、周辺の住環境への影響の少ない

軽工業施設等を主体とした工業地としての土地利用のほか、定住等の促進に向けたまちな

か住宅地としての土地利用を推進します。 

 

（４）用途白地地域の方針  

用途白地地域の大半は農用地区域となっており、健全な農業の維持と発展を図るため、

今後とも優良な農用地として、その保全に努めます。 

また、営農環境や田園景観の保全に努め無秩序な市街化の抑制を図るため、必要に応じ

て特定用途制限地域を定めるなど、田園地域や幹線道路沿道など地域ごとの特性に応じた

土地利用の整序を図ります。 

樹林地、河川敷地等については、都市環境・景観において重要な役割を担う自然資源であ

ることから、今後とも良好な自然環境の保全に努めます。 

 

 

 

 



 

   

61 

第６章 全体構想 

 

 

■公営住宅の建替えに合わせた未利用地の有効利用 
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３－３.交通施設等の整備方針 

（１）道路  

道路は、単に交通処理としての機能だけではなく、市街地の貴重なオープンスペースと

して通風、日照等の住環境の確保、市街地景観やコミュニティの形成といった空間構成、わ

かりやすく、利用しやすい市街地形成の骨格といった役割も持っていることから、主要幹

線道路、幹線道路、補助幹線道路、区画道路など道路の特性に応じた機能的な整備を推進し

ます。 

特に冬期間の安全・円滑な交通の確保のため、効果的な除雪体制の構築や持続可能な除

排雪業務体制の構築に努めます。 

また、将来の人口減少を踏まえ、都市機能のコンパクト化を図るため、都市計画道路網の

見直しや整備のあり方について検討を進めるとともに、地域公共交通の維持・充実に向け

た取り組みを推進していきます。 

 

① 主要幹線道路の整備方針  

本町の主要幹線道路は、国道２７５号（３・３・１０１札沼通）と国道４５１号（３･４･

６西大通、３･４･２３滝新通）の２路線があり、広域的な都市間の連携軸となっています。 

国道２７５号（３・３・１０１札沼通）と国道４５１号（３･４･６西大通、３･４･２３滝

新通）の一部区間は、中空知圏の中核的な都市である滝川市と本町を結ぶ半径１.５㎞の環

状道路を形成しており、本町・滝川市間の交通利便性を高めるとともに、商業や教育、医療・

福祉等の都市機能の連携軸として重要な役割を担っています。 

また、市街地のほぼ中心部を南北に貫く国道２７５号（３・３・１０１札沼通）は、交通

機能のみならず、来訪者や町民にとっての沿道サービス軸としての機能を有しています。 

これらの主要幹線道路は、来訪者に本町を印象づける「まちの顔」となる道路であること

から、円滑・安全な交通機能の維持とともに、街路灯の整備や植栽等による景観整備につい

て国に要請していきます。 

 

② 幹線道路の整備方針  

本町の幹線道路としては、道道学園新十津川停車場線（３･４･１０４学園通）があります。

従来は、ＪＲ新十津川駅と国道４５１号を結ぶ広域交通ネットワークの補完機能を有してい

ました。 

ＪＲ新十津川駅は廃止されましたが、道道学園新十津川停車場線（３･４･１０４学園通）

は、本町の中心市街地と西側郊外地及び石狩市方面とをネットワークする重要な路線として、

今後とも幹線道路としての交通機能を維持するとともに、通学路でもあることから、歩道空

間の維持・充実について道に要請していきます。 
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③ 補助幹線道路の整備方針  

補助幹線道路は、市街地内に配置される主要幹線道路、幹線道路以外の都市計画道路７路

線を位置付け、町民の都市活動・都市生活を支える円滑・安全な道路網として、交通機能・

道路環境の維持・充実を図ります。 

補助幹線道路は、町民生活にとって身近な道路であることから、円滑・安全な交通機能の

維持とともに、バリアフリー化や街路樹による緑化など、全ての人とって安全で快適な歩行

空間の整備を推進します。 

しかしながら、都市計画道路７路線のうち、３･４・１０７北２線通の全区間と他３路線

（３･２・１０３南４号通、３･４･１０２菊水大通、３･４･１０９菊水通）の一部区間が長期

未整備となっていることから、計画道路周辺の市街化の動向や、交通量、整備効果等を踏ま

えたうえで、今後の整備の必要性や整備のあり方などを検討し、都市計画道路の廃止を含め

た見直しを進めていきます。 

 

④ その他の道路の整備方針  

区画道路については、日常生活に密着した道路として生活の安全と円滑な交通の確保がで

きるように維持管理に努めます。  

その他の道路として、ふるさと公園と市街地、さらには砂川市ともネットワークする石狩

川・徳富川・総富地川沿いの遊歩道が、北海道自然歩道と位置づけられており、現状道路の

維持・管理を推進するとともに、北海道との協議を踏まえながら道路環境の充実に向けた整

備を検討します。 

 

（２）公共交通 

公共交通は、高齢化社会のさらなる進行とともに、地域住民の交通手段としての重要性

が高くなっており、特に本町においてはＪＲ札沼線の廃止に伴い、バスを中心とした公共

交通の維持・充実が求められています。 

本町では、令和３年３月に新十津川町地域公共交通計画を策定し、限りある資源を活か

した持続可能な公共交通の実現を目指して、交通資源を最大限活用した運行形態や運行時

間帯、運行経路を再構築し、暮らしを支える公共交通網の形成や利用しやすい公共交通サ

ービスの確立についてなどを検討してきました。 

令和４年４月からは、役場庁舎にターミナル機能を持たせた、路線バスと民間事業者に

よる乗合ワゴンやスクールバスの一般住民混乗による新たな地域公共交通の運行が開始さ

れ利便性の高い公共交通を目指し運用されています。 

今後は、地域公共交通の更なる利便性の向上や持続可能な公共交通の形を検討するなど、

公共交通の維持、充実を図っていきます。 
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３－４.公園・緑地の整備方針 

公園緑地は、都市に緑豊かなうるおいを与えるとともに、住民に自然とのふれあいや憩い・

交流の場を提供する貴重な空間であり、石狩川、徳富川の緑を骨格として、環境保全、レク

リエーション、防災、景観等の機能の確保及び緑のネットワーク形成の観点から、公園・緑

地の適正な配置と保全に努めます。 

 

本町の市街地には、中央公園や石狩徳富河川緑地等の都市計画公園・緑地計６か所をはじ

め、全１３か所の都市公園が整備されており、長寿命化対策を行うなど、安全・快適な利用

のための適切な維持管理を推進します。 

また、都市計画区域外の総進区には、本町の観光拠点であるふるさと公園があり、再整備

による、魅力・集客力の向上を図ります。 

 

石狩徳富河川緑地は、都市の骨格となる緑地であり、環境保全や景観形成、レクリエーシ

ョン等において重要な役割を担っており、自然環境の維持・保全を図るとともに、憩いや身

近なスポーツ・レクリエーション空間として、施設の維持・充実に努めます。 

近隣公園である３･３･１中央公園は、歴史公園である菊水公園とともに、市街地における

緑の拠点となっており、緑豊かな環境を保全するとともに、町民及び来訪者の憩い・交流の

場として、機能・施設の維持・充実を図ります。また災害時における避難地・防災拠点とし

て施設の維持・充実を図ります。  

旧ＪＲ新十津川駅周辺地区には、都市再生整備計画事業により、中心市街地の新たな憩い・

交流空間、本町の鉄道の歴史を物語る空間として、駅跡公園（仮称）を整備します。また、

同地区内の文京ふれあい公園は廃止します。 

街区公園は、都市計画公園４か所を含め、都市公園として全９か所（文京ふれあい公園を

除く）が市街地内に配置されており、周辺住民の身近な公園として、住民参加・官民協働に

よる管理の検討を含め、適切な維持管理を推進します。 
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第６章 全体構想 

３－５.河川・下水道の整備方針 

（１）河川の整備方針  

本町には、石狩川、徳富川の２大河川とこれに合流する多数の中小河川があり、台風や集

中豪雨などにより、たびたび氾濫し被害を受けてきました。現在までに４ヶ所の排水機場

の設置や河川改修等の整備を行ってきました。今後も徳富川や総富地川の河川改修､石狩川

の丘陵堤整備等を要請していきます。 

また、都市にやすらぎやうるおいを与える自然骨格として、河川の水質や 沿川の緑の保

全に努めるとともに、水と緑のネットワークとして、遊歩道（北海道自然歩道）の維持・充

実や、憩い・親水空間等の検討など、自然とふれあうことのできる環境づくりを推進しま

す。 

 

 （２）下水道の整備方針  

下水道の整備は、快適でうるおいのある生活環境、公共水域の水質保全、及び浸水の防除

を図るため実施するものです。 

本町おいては、石狩川流域下水道中部処理地区として平成元年より分流方式で下水道汚

水管の整備が先行して進められ、平成８年度より、石狩川流域下水道奈井江浄化センター

（奈井江町）にて処理を開始しています。以降、順調に整備を進めてきており、下水道処理

人口普及率は、令和元年度末において６７.７％（北海道まちづくり局都市環境課 HP より）

となっています。 

今後も市街地の下水道普及を目指し、整備促進を図るとともに、公共施設等総合管理計

画等に基づき、老朽化が進んでいる施設の適切な改築・更新等を推進していきます。 
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第６章 全体構想 

３－６.都市防災の方針 

（１）防災及び避難所等の方針  

本町ではこれまでに、台風や集中豪雨、平成７年に本町北部を震源とするマグニチュー

ド５.６の地震等の自然災害による被害があり、新十津川町地域防災計画によりこれらの災

害に対応する防災対策・体制を強化していくことが必要です。特に、近年は全国各地で集中

豪雨による土砂災害や河川氾濫による浸水被害等が発生しており、河川との関りが深い本

町においては洪水氾濫に備えた対策の強化が求められています。 

本町の市街地は、その大半が水防法に基づく洪水親水想定区域（想定最大規模）内に入っ

ており、また、石狩川と徳富川の交差部には多くの重要水防箇所が存在し、これまで、河川

改修事業や治水機能・安全確保のための維持管理が進められていますが、今後も引き続き

河川整備や維持管理の推進を図っていきます。 

また、災害時の避難や防災活動を円滑に行うため、新十津川町地域防災計画において避

難計画が立てられており、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所が設定されていま

す。 

今後は、市街地の人口動向や施設の老朽化などを考慮して適切な配置を進めるとともに、

避難場所・避難所機能の維持・保全に努めます。また、避難計画等の防災情報の周知徹底を

図っていきます。 

緊急輸送道路は、国道２７５号、国道４５１号、及び河川事務所通となっており、災害時

においても円滑・安全な交通機能を確保するため、適切な維持管理を推進します。 

 

３－７.公共施設等の整備方針 

（１）基本的な方針 

公共施設については、公共施設等総合管理計画に基づき、利用実態や住民ニーズの把握

及び施設の老朽化や将来の人口・財政状況を踏まえ、施設の長寿命化や計画的な改修・更新

等を推進するとともに複合化について検討を行います。 

また、包括的民間委託の導入等、民間の資本・ノウハウの活用を検討し、運営の改善を図

っていきます。 

 

（２）公営住宅の整備方針 

本町の都市計画区域内には、１０の公営住宅と特定公共賃貸住宅がありますが、人口減

少や少子高齢化の進展を考慮し、需要に見合った住宅の質と量を確保していくため、また、

老朽化の進んでいる公営住宅等の住環境の改善を図っていく必要があるため、公営住宅等

長寿命計画に基づき、需要に応じた公営住宅の建替・改修を計画的に進めるとともに、適切

な維持管理を推進することにより、安全・安心に暮らすことのできる住環境の形成に努め

ます。 
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（100 年～150 年に 1回の大雨） 
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（1,000 年に 1 回の大雨） 
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１ 地域区分の設定 

 

地域区分の設定については、旧都市計画マスタープランと同様に、用途地域指定されている区

域の徳富川に分断された南側を「中央地域」、北側を「橋本・みどり地域」及び用途地域指定のな

い地域を「周辺地域」とし、３地域に区分してまちづくりの方針を設定します。 

 

中央地域（用途地域）：中央区の一部、菊水区、青葉区、文京区の一部、弥生区の一部 

橋本・みどり地域（用途地域）：橋本区の一部、みどり区 

周辺地域（白地地域）：中央区の一部、文京区の一部、弥生区の一部、橋本区の一部、総進

区の一部、大和区の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋本・みどり地域 

中央地域 

周辺地域 

都市計画区域 

275 

⽯ 

狩 
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富 
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第７章 地域別構想 

２ 地域別構想 

 

２－1.中央地域 

（１）地域の現況  

中央地域は徳富川と石狩川が合流する南西側に位置し、地域内には、広域的な都市間連携

軸である主要幹線道路の国道２７５号と国道４５１号（一部重複）があり、住宅地の８割が

土地区画整理事業や開発行為により整備された専用住宅地は、周囲の自然環境、田園環境と

調和した低層住宅主体で、ゆとりある住環境の形成が図られています。 

中心市街地は商業業務施設や役場等の公共施設などが集積し、周辺には住宅地が広がって

います。また、本地域南部には開拓記念館があり、新十津川町の開拓史を人々に伝える交流

拠点となっています。 

人口減少・少子高齢化が進み、市街地内には未利用地も点在しており、若者などの移住・

定住対策による土地利用の促進や、商業・観光・農業の連携による中心市街地の活性化等が

取り組まれています。 

 

 

（２）住民意識について  

① 中央地域の交通や施設等の便利さについて 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：２６７票） 

・中央地域の交通や施設の便利さについては、約６０％が「概ね便利」「大変便利」と回答

しており、全体として便利さについての評価は高い結果となっています。 

 

 

  

31

22

31

26

125

126

126

117

49

50

78

89

41

43

10

15

8

12

7

5

13

14

15

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学・通院のしやすさ

⽇常買い物のしやすさ

公園・集会場などの利⽤しやすさ

休⽇のすごしやすさ

⼤変便利 概ね便利 どちらでもない やや不便 ⼤変不便 無回答
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② 中央地域のこれからも住み続けるために必要となる施設について 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：２６７票） 

・ 中央地域において、これからも住み続けるために必要な施設としては、福祉施設や集会施

設、金融施設、物販施設、バス停等の要望が（「必要」「なるべく必要」を含む）６０％

を超える結果となっています。一方、大型商業施設やサービス施設は、新たに必要だとは

感じていない結果となっています。 

 

 

（３）地域の課題 

【中心市街地の活性化】 

・ 近年の人口減少、少子高齢化、景気の低迷などにより商店街は厳しい経営環境にあります

そのため、中小企業者応援制度などによる施策が実施されていますが、観光施設の充実に

よる町への誘客を進め、観光消費額の増加による商店街の活性化が必要と考えられます。 

 

 

  

132

126

101

77

104

117

123

64

33

92

99

79

48

38

79

86

54

56

52

32

51

86

60

67

65

75

63

74

73

70

69

91

117

54

69

83

3

5

4

12

17

4

4

58

45

13

19

16

1

1

1

1

0

0

0

6

2

2

3

3

18

22

19

17

19

20

19

16

19

20

17

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⾼齢者・⼦育てなどの福祉施設

幼、⼩、中、⾼などの教育施設

災害にも対応する集会施設

公園・広場や緑豊かな緑地

病院、診療所などの医療施設

銀⾏、郵便局などの⾦融施設

コンビ⼆、⽇⽤品などの物販施設

スーパーなどの⼤型商業施設

理・美容院や飲⾷店などのサービス施設

⾝近なバス停

働く場所

公営住宅やアパート、貸家など

必要 なるべく
必要

町にあれ
ば良い

無くても
⽀障なし

不要 無回答
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【適正な土地利用の誘導と住環境の保全】 

・ 中央地域の住宅地は、土地区画整理事業や開発行為により整備された区域が８割を占め、

これらの区域においては快適・安全な生活基盤や産業基盤がほぼ整っていますが、人口減

少により市街地内の一部に未利用地がみられることから、コンパクトで持続可能な都市づ

くりを目指し、適正な土地利用の誘導等を図ることが必要となります。 

・ 中央地区西側の専用住宅地には、優良農地が混在していることから、用途地域の縮小等に

より土地利用の適正化を図り、良好な居住環境及び営農環境を保全することが必要となり

ます。 

・ 中心市街地の魅力向上のため、駅跡公園（仮称）（旧ＪＲ新十津川駅）周辺については、

都市基盤の整備を推進するとともに定住促進に向けた住環境整備が必要となります。 

 

【都市施設等の充実や見直し】 

・ 公共施設やインフラ施設など、昭和５０年代に建設された施設が老朽化を迎え、各種施設

の計画的整備が必要となっていますが、町民アンケート調査等により、町民ニーズを把握

した上で、都市施設の集約・複合化を図ることなどにより、都市機能のコンパクト化を推

進する必要があります。 

・ 中央地域の都市計画道路のうち、３･２・１０３南４号通、３･４･１０２菊水大通、３･４･

１０９菊水通の一部区間が長期未整備となっていることから、整備の必要性などを検討し、

都市計画道路の一部廃止を含めた見直しが必要となります。 

 

 

（４）中央地域の整備方針 

① 土地利用 

・ 専用住宅地は、周辺の自然環境と調和した低層主体のゆとりある住環境の維持・向上を図

ります。ただし、地域西側の専用住宅地の一部は、現状が優良農地となっており今後の土

地需要動向を踏まえながら、営農環境保全の観点から用途地域の縮小について検討を行い

ます。 

・ 一般住宅地は、生活利便性の高い住宅地として、良好な住環境の維持・向上に努めます。

また、駅跡公園（仮称）周辺は、移住・定住を促進するための宅地整備を推進します。 

・ ３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道の商業業務地は、街並みの景観整備を検討する

ほか、生活利便施設等の立地誘導を図り、快適で賑わいの感じられる商店街の形成を目指

します。 

・ 地域南側の一般工業・流通業務地は、交通利便性を生かした工業集積拠点として、さらな

る施設の集積を図るべく、環境整備や企業誘致を進めていきます。 
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・ 駅跡公園（仮称）周辺の一般工業地は、住環境への影響の少ない軽工業等の土地利用をは

じめ、まちなかの定住促進に寄与する住宅地の整備や生活利便施設の立地誘導を検討しま

す。 

 

② 交通施設 

・ ３･３･１０１札沼通（国道２７５号）は、主要幹線道路として、円滑・安全な交通機能の

維持とともに、まちのシンボル的な道路として、街路灯の整備や花や緑の植栽、案内施設

の充実等により道路環境・景観の向上を図ります。 

・  地域公共交通の維持・向上を図るため、役場庁舎前のバスターミナル機能を充実させ待

合・憩い空間とが連携した、快適で利便性の高い交通拠点を創出します。 

・ 都市計画道路網を基本に、全ての人にとって快適・安全な歩行者空間を確保すべく、バリ

アフリー化を推進するとともに、自然と調和した緑豊かな道路空間の形成を図ります。特

に、石狩川・徳富川・総富地川沿いの北海道自然歩道とともに水と緑のネットワークを形

成する都市計画道路及び主要な区画道路については、案内施設の充実や休憩施設の整備等

についても検討を行います。 

・ 当地域の都市計画道路は、３･２・１０３南４号通、３･４･１０２菊水大通、３･４･１０

９菊水通の一部区間が長期未整備となっており、当該区間については、市街化の動向・交

通量・整備効果等を勘案したうえで、都市計画道路の見直しを含め整備のあり方について

検討を行います。 

・ ３･２・１０３南４号通の西側終点区間については、コンパクトな市街地形成の方向性、

３･４･１０２菊水大通の長大橋区間については、望ましい市街地交通のあり方等を勘案し、

都市計画道路の廃止を含めた見直しを検討します。 

・ 主要区画道路をはじめ住民生活にとって身近な生活道路は、災害時の避難活動においても

重要な役割を担っており、通年の交通機能の維持・向上に努めます。 

 

③ 公園緑地・下水道等 

・ ３･３･１中央公園は、菊水公園とともに市街地内の緑の拠点として良好な環境を保全する

とともに、開拓記念館と連携した憩い・交流の場として、施設の維持・充実を図ります。 

・ 駅跡公園（仮称）は、中心市街地のシンボル的な公園として、本町の歴史を後世に伝える

とともに、住民や来訪者が、憩い・交流できる空間整備を図ります。 

・ 街区公園は地域内に５か所（うち都市計画公園２か所）が配置されており、周辺住民の身

近な憩い・レクリエーションの場として、老朽化施設の計画的な改修・更新を行うほか、

住民参加・官民協働による管理の検討を含め、適切な維持管理を推進します。 

・ 下水道は、地域内のさらなる普及促進を図るとともに、公共施設等総合管理計画等に基づ

き、老朽化施設の適切な改築・更新等を推進していきます。 
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第７章 地域別構想 

④ 都市防災・公共施設等  

・ 本地域においては、東側の概ね１/２の区域が、洪水浸水想定区域（１００年から１５０

年に１回の確率）内にあり、今後も引き続き、石狩川、徳富川の河川改修事業等の推進を

国や北海道に要請していくとともに、住民への防災・避難情報の周知徹底を図っていき

ます。また、１,０００年に１回の確率である想定最大規模の浸水状況についても住民に

周知を図り、災害への関心を高めます。 

・ 避難場所・避難所については、学校をはじめとする公共施設が地域内に数多く点在して

おり、引き続き、各施設の防災・避難機能の維持・充実に努めていきます。また、避難計

画等の情報の周知徹底を図っていきます。 

・ 公共施設は、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の長寿命化や計画的な改修を推進

するとともに、更新時等には施設の統廃合や複合化について検討を行います。 

・ 公営住宅は、中央団地や文京団地など全６か所が整備されており、良好な住環境を維持

するため、公営住宅等長寿命化計画に基づく計画的な建替・修繕、適切な維持管理を推進

します。 

・ 行政機能に加え、憩い・交流機能を備えた役場庁舎や、健康・福祉・文化活動の拠点であ

る総合健康福祉センター「ゆめりあ」及び農村環境改善センターは、生活・文化交流拠点

の中核施設であり、今後もその機能と施設の維持・充実に努めていきます。 

・ 文化資源である開拓記念館は、多くの人が訪れる観光・交流施設でもあることから、さら

なる集客力向上を図るため、効果的な情報の発信をするとともに、緑豊かな中央公園や菊

水公園との一体的利用により、憩い・交流機能の充実を図ります。 
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第７章 地域別構想 

２－２.橋本・みどり地域 

（１）地域の現況  

橋本・みどり地域は徳富川と石狩川に挟まれた北側に位置し、地域内には、広域的な都市

間連携軸である主要幹線道路の国道２７５号と国道４５１号（一部重複）があります。 

この地域は古くから市街地として栄え、国道２７５号の沿道の一部が商業業務地となり、

住宅地の多くは開発行為により整備された住宅団地の専用住宅地及び一般住宅地となって

おり、酒造会社周辺は一般工業地で、地域内には郵便局、保育所、自治会館、公園などが立

地しています。 

また、地域の西側の一部は、現状でまとまった優良農地となっています。 

 

 

（２）住民意識について  

① 橋本、みどり地域の交通や施設等の便利さについて 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：９０票） 

・橋本・みどり地域の交通や施設の便利さについては、「概ね便利」「大変便利」との回答

が４０％前後に留まるなど、全体として便利さについての評価は高くはない結果となって

います。 

  

6

3

8

9

26

31

35

30

15

16

31

34

25

25

3

3

13

11

7

8

5

4

6

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学・通院のしやすさ

⽇常買い物のしやすさ

公園・集会場などの利⽤しやすさ

休⽇のすごしやすさ

⼤変便利 概ね便利 どちらでもない やや不便 ⼤変不便 無回答
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② 橋本・みどり地域のこれからも住み続けるために必要となる施設について 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：９０票） 

・橋本・みどり地域において、これからも住み続けるために必要な施設としては、集会施設や、

金融施設、物販施設、バス停等の要望が（「必要」「なるべく必要」を含む）６０％を超え

る結果となっています。一方、大型商業施設やサービス施設は、新たに必要だとは感じてい

ない結果となっています。 

 

 

（３）地域の課題 

【適正な土地利用の誘導と住環境の保全】 

・本地域の住宅専用地域において、農地が混在している土地利用が見られることから、両者

が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域については、用途地域の縮小等

により土地利用の適正化を図り、良好な居住環境及び営農環境を保全することが必要とな

ります。 

 

  

36

35

40

28

31

36

37

16

11

33

35

30

12

9

27

24

21

23

27

11

20

30

18

19

27

32

12

23

23

21

17

36

38

11

17

27

8

5

2

7

10

3

3

20

13

7

11

8

1

2

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

6

7

8

8

5

7

6

7

7

8

8

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⾼齢者・⼦育てなどの福祉施設

幼、⼩、中、⾼などの教育施設

災害にも対応する集会施設

公園・広場や緑豊かな緑地

病院、診療所などの医療施設

銀⾏、郵便局などの⾦融施設

コンビ⼆、⽇⽤品などの物販施設

スーパーなどの⼤型商業施設

理・美容院や飲⾷店などのサービス施設

⾝近なバス停

働く場所

公営住宅やアパート、貸家など

必要 なるべく
必要

町にあれ
ば良い

無くても
⽀障なし

不要 無回答
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【都市施設等の充実や見直し】 

・中央地域と同様に公営住宅などの公共施設やインフラ施設など、昭和５０年代に建設され

た施設が老朽化を迎え、各種施設の計画的整備が必要となっていますが、町民ニーズを把

握し、都市施設の集約・複合化を図ることなどにより、都市機能のコンパクト化を推進す

る必要があります。 

 

・橋本・みどり地域の都市計画道路のうち、３･４・１０２菊水大通の一部及び３･４･１０７

北２線通が長期未整備となっていることから、整備の必要性などを検討し、都市計画道路

の一部廃止を含めた見直しが必要となります。 

 

 

（４）橋本・みどり地域の整備方針 

① 土地利用 

・ 専用住宅地は、周辺の自然環境と調和した低層主体のゆとりある住環境の維持・向上を図

ります。ただし、地域西側の専用住宅地の一部は、現状が優良農地となっており、今後の

土地需要動向を踏まえながら、営農環境保全の観点から用途地域の縮小について検討しま

す。 

・ ３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道の一般住宅地は、生活利便性の高い住宅地とし

て、良好な住環境の維持・向上に努めます。 

・ 公営住宅さくら団地周辺は、専用住宅地として、公営住宅の建替えに合わせ未利用地の宅

地開発を行うとともに、道路や上水道等のインフラ整備を推進し、低層住宅主体のゆとり

ある住環境の形成を図ります。 

・ ３･３･１０１札沼通（国道２７５号）沿道の商業業務地は、街並みの景観整備を検討する

ほか、生活利便施設等の立地誘導を図り、地域の身近な商店街としての機能の維持・向上

を目指します。 

・ 地域南側の一般工業地は、周辺住宅地の住環境に配慮した軽工業施設等の立地を誘導しま

す。 

・ 滝川方面からの本町の玄関口である３･３･１０１札沼通（国道２７５号）と３･４･６西大

通（国道４５１号石狩川橋）の交差部周辺を「おもてなし交流拠点」として位置づけ、観

光交流の促進を図るべく、地元の酒蔵と連携した街並み景観の整備や憩い・交流空間の整

備、案内・情報施設の整備等を検討します。 

 

② 交通施設 

・ ３･３･１０１札沼通（国道２７５号）は、主要幹線道路としての円滑・安全な交通機能の

維持とともに、まちのシンボル的な道路として、また水と緑のネットワーク路線として、

街路灯の整備や花や緑の植栽、案内施設の充実等により道路環境・景観の向上を図ります。 
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・ 都市計画道路の３･４・１０７北２線通及び３･４･１０２菊水大通については、長期未整

備の状況であることから、今後の市街化の動向や交通量・整備効果等を勘案したうえで、

都市計画道路の見直しを含め整備のあり方について検討するとともに、３･４･１０２菊水

大通の長大橋区間については、都市計画道路の廃止を含めた見直しを行います。 

・ 主要区画道路をはじめ住民生活にとって身近な生活道路は、災害時の避難活動においても

重要な役割を担っており、通年の交通機能の維持・向上に努めます。 

 

③ 公園緑地・下水道等 

・ 地域には、３か所の街区公園（うち都市計画公園２か所）が整備されており、周辺住民の

身近な憩い・レクリエーションの場、災害時の避難場所等としての機能維持のため、老朽

化施設の改修等を行うほか、住民参加・官民協働による管理の検討を含め、適切な維持管

理を推進します。 

・ 下水道は、地域内のさらなる普及促進を図るとともに、公共施設等総合管理計画等に基づ

き、老朽化施設の適切な改築・更新等を推進していきます。 

 

④ 都市防災・公共施設等 

・ 本地域は、全域が洪水浸水想定区域（１００年から１５０年に１回の確率）内にあり、今

後も引き続き、石狩川、徳富川の河川改修事業等の推進を国や北海道に要請していくとと

もに、住民への防災・避難情報の周知徹底を図っていきます。また、１,０００年に１回

の確率である想定最大規模の浸水状況についても住民に周知を図り、災害に対する関心を

高めます。 

・ 避難場所・避難所については、公園や保育園、自治会館などが指定されており、引き続き

各施設の防災・避難機能の維持・充実に努めます。ただし、当地域の水害に対する避難所

は、ふるさと公園内のスポーツセンターとなっており、避難誘導など避難計画に関する情

報の周知徹底を図っていきます。 

・ 地域内の公営住宅は、橋本団地、さくら団地、あじさい団地の３か所が整備されており、

良好な住環境を維持するため、公営住宅等長寿命化計画に基づく計画的な建替・修繕、適

切な維持管理を推進します。 

・ 保育園や自治会館などの公共施設については、公共施設等総合管理計画等に基づき、施設

の長寿命化や計画的な改修・更新等を推進します。 
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■公営住宅の建替えに合わせた未利用地の有効利用 

・
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２－３.周辺地域 

（１）地域の現況  

周辺地域は、用途地域の指定を行っていない白地地域として位置づけられており、この

地域はほぼ全域が農業主体の土地利用となっていますが、橋本区の新十津川神社周辺の一

部で住宅地となっています。 

 

 

（２）住民意識について  

① 周辺地域の交通や施設等の便利さについて 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：１４７票） 

• 周辺地域の交通や施設の便利さについては、「概ね便利」「大変便利」との回答が２０％

前後に留まるなど、全体として便利さについての評価は高くない結果となっています。 

  

6

4

6

12

26

28

27

41

29

30

61

65

41

41

24

7

38

36

17

11

7

8

12

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通勤・通学・通院のしやすさ

⽇常買い物のしやすさ

公園・集会場などの利⽤しやすさ

休⽇のすごしやすさ

⼤変便利 概ね便利 どちらでもない やや不便 ⼤変不便 無回答
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② 周辺地域のこれからも住み続けるために必要となる施設について 

【町民アンケート調査（新十津川町第６次総合計画）】 

 

（回答数：１４７票） 

• 周辺地域において、これからも住み続けるために必要な施設としては、福祉施設や集会施

設、医療施設、金融施設、物販施設、身近なバス停、働く場所の要望が（「必要」「なる

べく必要」を含む）５０％を超える結果となっています。一方、大型商業施設やサービス

施設は、新たに必要だとは感じていない結果となっています。 

 

 

（３）地域の課題 

【適正な土地利用】 

• 今後は人口減少、少子高齢化などにより農地の維持・保全が難しい状況になる可能性があ

ります。 

 

【都市施設等の充実や見直し】 

• 都市計画道路の３･２･１０３南４号通の一部区間が長期未整備になっていることから、整

備の必要性などを検討し、都市計画道路の一部廃止を含めた見直しが必要となります。 

  

63

51

53

21

51

46

42

16

14

32

40

31

17

15

33

34

31

31

33

17

25

44

36

36

51

57

39

62

47

50

52

45

68

27

39

48

2

3

3

10

3

6

3

44

21

24

10

10

5

6

4

5

4

1

5

13

5

7

6

8

9

15

15

15

11

13

12

12

14

13

16

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⾼齢者・⼦育てなどの福祉施設

幼、⼩、中、⾼などの教育施設

災害にも対応する集会施設

公園・広場や緑豊かな緑地

病院、診療所などの医療施設

銀⾏、郵便局などの⾦融施設

コンビ⼆、⽇⽤品などの物販施設

スーパーなどの⼤型商業施設

理・美容院や飲⾷店などのサービス施設

⾝近なバス停

働く場所

公営住宅やアパート、貸家など

必要 なるべく
必要

町にあれ
ば良い

無くても
⽀障なし

不要 無回答
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（４）周辺地域（用途白地地域）の整備方針 

① 土地利用 

• 市街地周辺の用途白地地域の大半は稲作を中心とした農用地となっており、健全な農業の

維持と発展を図るため、今後も優良な農用地として保全に努めます。また、米どころであ

る本町の農村・田園風景は、個性的かつ貴重な景観資源であり、保全に努めるとともに観

光などへの活用を図ります。 

• 市街地の拡大防止を基本としますが、新十津川神社周辺の宮前地区などの既存住宅地や幹

線道路沿道及び市街地隣接地等においては、無秩序な市街化の抑制を図るため、必要に応

じて特定用途制限地域を定めるなど、地域ごとの特性に応じた土地利用の整序を図ります。 

• 中央地域及び橋本・みどり地域の市街地内に存在する農地については、周辺地域内の農地

と一体的に連続していることから、市街地における今後の土地需要動向等を踏まえながら、

現状の住宅系用途地域から用途白地地域へ変更することを検討します。 

• 農地内に点在する樹林地や徳富川及び総富地川の河畔林は、都市に潤いを与える環境・景

観要素として貴重な自然資源であり、また、生物多様性確保等の面からも、その保全に努

めます。 

 

② 交通施設 

• 国道２７５号及び国道４５１号は広域連携軸として、道道学園新十津川停車場線は西側郊

外地区や石狩方面との地域連携軸として、円滑・安全な交通機能の維持に努めます。 

• ふるさと公園と市街地を結ぶ主要な区画道路である町道文京西三線は、観光・交流拠点へ

のアクセスルートであり、また、災害時の避難ルートでもあることから、円滑・安全な交

通機能の維持に努めるとともに、案内施設の充実や植栽や花による修景など道路環境の整

備を検討します。 

• 石狩川、徳富川及び総富地川沿いの北海道自然歩道は、水と緑の景観を楽しむことのでき

る遊歩道として、適切な維持・管理を推進するとともに、休憩施設、案内施設等の整備を

検討します。また、区画道路や市街地内幹線道路の歩道空間と連絡する水と緑のネットワ

ークを形成することにより、町内の散策・サイクリングなど、観光・レクリエーションの

ルートとして有効活用していきます。 

 

③ 公園緑地・下水道等 

• 石狩徳富河川緑地は、石狩川の自然環境・景観の維持・保全を図るとともに、市街地に近

接する身近な憩い・レクリエーション拠点として、パークゴルフ場のほか、ピクニック広

場やスポーツ広場など各種広場施設の適切な維持管理を推進し、さらなる利用促進を図り

ます。 

• 都市計画区域外の総進地区には、スポーツ施設、温泉、宿泊施設、文化施設等が集積する

ふるさと公園があり、本町の観光・スポーツ交流拠点として、利用促進を図るとともに、

適切な維持管理を推進します。 
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第７章 地域別構想 

• 石狩川、徳富川及び総富地川等の河川は、水質や沿川の緑などの自然環境・自然景観の保

全に努めるとともに、水辺の眺望確保・親水空間の整備等について検討します。 

• 下水道は、宮前地区において特定環境保全公共下水道が整備されており、水洗化の普及促

進を図るとともに、老朽化施設の計画的な改築・更新を推進します。 

 

④ 都市防災・公共施設等 

• 石狩川や徳富川沿いの田園地域が、洪水浸水想定区域（１００年から１５０年に１回の確

率）内に入っており、今後も引き続き、河川改修事業等の推進を国や北海道に要請してい

くとともに、住民・地権者等への防災・避難情報の周知徹底を図っていきます。また、 

１,０００年に１回の確率である想定最大規模の浸水状況についても周知を図り、災害に

対する関心を高めます。 

• 宮前地区には、急傾斜他崩壊危険箇所が存在しており、地域防災計画等に基づき、北海道

等の関係機関と連携し、情報共有、警戒体制の整備を推進するとともに、周辺住民への周

知・徹底を図ります。 

• 避難所については、ふるさと公園内のスポーツセンター等の公共施設のほか、自治会館等

が指定されており、各施設の防災・避難機能の維持・充実に努めます。 

• 公営住宅は、白樺団地が整備されており、良好な住環境を維持するため、公営住宅等長寿

命化計画に基づく計画的な建替・修繕、適切な維持管理を推進します。 
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第 7 章 地域別構想 
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第 8 章 計画の実現化に向けて 

１ 都市計画マスタープランの実現化に向けた基本的な考え方 

人口減少・少子高齢化の進展をはじめ、社会経済情勢の変化に伴い、地域のニーズや課題も多

様化・複雑化してきており、行政だけで課題を解決し、都市づくりを進めることには限界があり

ます。 

このため、新十津川町都市計画マスタープランの実現化に向けて、町民・企業、ＮＰＯ・まち

づくり団体などと行政が都市づくりの目標や都市づくりの方向性などの情報を共有し、民間と

行政とがパートナーとして、将来都市像やまちづくりの方向性を協働作業により進めることが

必要となります。 

 

２ 都市づくりの視点 

（１）都市計画法による規制や誘導 

都市計画マスタープランは、都市計画法による規制や誘導の基本となるものであることか

ら、本町の将来像を実現化していくためにも適切な土地利用計画やこれに基づく道路・公園緑

地整備などの都市計画事業を町の財政や状況を踏まえ、的確に都市計画法を運用し、計画的に

実現していきます。 

（２）都市計画マスタープランの見直し 

都市計画マスタープランは、概ね２０年後の本町の将来像を設定し、その実現に向かって土

地利用の規制や誘導を長期に渡って行っていきますが、社会経済情勢の変化や新たな都市計

画上の課題に対応するため、必要に応じ適宜計画を見直します。 

・定期的な計画の見直しの方針 

計画期間の中間年時(概ね１０年後)に上位計画である総合計画や都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針の改定を踏まえて必要に応じて見直しを行います。 

・不定期な計画の見直しの方針 

関連法律の改正、大規模プロジェクトの計画などにより、必要に応じて見直しを行います。 

（３）効率的な都市づくり 

人口減少等の社会情勢による厳しい財政状況を踏まえ、財源の効果的な配分と効率的な財

政運営等による持続可能な都市づくりのため、コンパクトなまちづくりを推進するとともに、

地球環境時代に対応した低炭素型都市構造への転換を目指し、公共施設やインフラ施設等の

長寿命化対策等の推進による既存施設の有効活用を図り、いつまでも住み続けたいと思える

都市づくりを推進します。 

また、都市計画道路など長期未着手の都市施設に関しては、社会情勢の変化等を踏まえ廃止

を含めた見直しを検討していきます。 

さらに、各種交付金制度などを活用することで財源を確保し、地域の人材、技術、情報、資

源などの民間活力を導入して都市づくりを推進するなど、官民一体となって計画的・効率的な

都市づくりを推進します。 
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計画の実現化に向けて 第 8 章 

３ 協働・連携による都市づくりの推進  

（１）住民・事業者・行政の協働による都市づくり 

地域が抱える課題は今後さらに多様化する事が予想され、行政のみでこれを解決する事は

困難となります。したがって、持続可能で安心・安全な都市づくりを進めるためには、町民・

事業者・行政との協力は必要不可欠となり、役割分担のもと、連携しながら都市づくりに取り

組むことが必要となります。 

〇町民の役割 

・都市づくりへの提案 

・地域の都市づくり・ルールづくりへの参画 

・地域活動、ボランティア活動への参画 

〇事業者の役割 

・専門的な知識や技術を活かした都市づくりへの取組み 

・企業活動を通じた都市づくりへの参加 

・地域環境向上への取組みなど 

〇行政の役割 

・都市づくり情報の積極的な提供 

・都市づくり活動の支援と活用 

・行政内の横断的な支援体制の強化 

・国や北海道など関係機関への要望、調整など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協働 

行政 ≪ 連携 ≫ 事業者 

町民 
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第 8 章 計画の実現化に向けて 

（２）庁内連携体制の充実 

都市計画マスタープランは、産業、観光、教育、文化、福祉、環境、防災等の様々な分野に

密接な関わりがあります。 

そのため、本計画の内容を施策として展開していくためには、幅広い分野における横断的な

検討・調整が必要であり、計画の効果的な実現に向けて庁内連携体制の強化を図るとともに、

各分野の個別計画とのつながりをより一層充実・発展させていきます。 

 

（３）関係機関や周辺市町との連携 

都市計画マスタープランの実現にあたっては、各種関係機関との連携が不可欠です。国道や

道道、河川などの管理者である国や北海道への事業要望をはじめ、国・北海道と町・住民等と

連携した都市づくりの取組みの推進について、十分な協議・調整を行っていきます。 

このほか、バス等の交通事業者や、警察、消防、教育機関など、多様な関係機関と連携した

都市づくりを推進します。 

また、土地利用や道路の連続性、多様化する町民ニーズや拡大する生活圏への対応、地域の

活性化に向けた観光連携、廃棄物処理等、町域を超えた課題に対応するため、周辺市町との広

域的な連携による都市づくりを進めます。 
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